
本人 子育て加算 ひとり親世帯加算

100万円を支給
子ども１人につき

100万円を加算 100万円を加算

・令和６年４月１日から福島県内に住民票を移す直前まで、連続して福島県外の地域に居住していたこと
・令和８年４月１日から福島県内に住民票を移す直前まで、連続して福島県外の医療機関に従事していたこと

福島県双葉地域における中核的病院
看護師移住支援金

県外から福島県へ移住をお考えの看護師の方

福島県へ移住し、双葉地域における中核的病院への就業で

※最大2人

■ 移住先に関する要件
・令和８年４月１日以降に福島県内へ転入（住民票の異動）をしたこと
・自らの意思で、福島県内に定住（５年以上継続して居住）すること

・令和８年度に実施される福島県病院局（県立病院）職員採用試験選考予備試験において
看護師職種に合格していること

・双葉地域における中核的病院（福島県ふたば医療センター附属病院）で５年以上従事する意思を有すること

■ 移住元に関する要件

■ 就業に関する要件

※詳細は募集要項等を確認ください

双葉地域における中核的病院の詳細はこちら！

双葉地域における中核的病院とは？

・東日本大震災や原子力災害の影響により休止している福島県立大野病院の
後継病院となる福島県双葉地域の医療体制の中核を担う新たな病院です

・福島県立医科大学の附属病院として整備を進めています

〇想定診療科
最終的には次の20科を想定しています。

〇整備スケジュール
令和11年度以降、できるだけ早期の開院を
目指しています。

■ 概要

■ 整備計画

内科（循環器、消化器、糖尿病、呼吸器） 総合診療科 ※１ 外科

整形外科 脳神経外科 救急科 ※２ 眼科

泌尿器科 皮膚科 耳鼻咽頭科 産婦人科

小児科 精神科 麻酔科 放射線科

リハビリテーション科 人工透析科 ※３

〇病床数
100床前後で開院し、最終的に250床前後
を想定しつつ、段階的に拡充します。

移住支援金支給要件等

募集人数
２名程度

※１ 院内標榜 ※２ 二次救急や休日夜間などの急病、自然災害や原子力災害医療への対応
※３ 双葉地域の医療体制の整備状況（民間医療機関等での診察状況）を踏まえて対応

■ 申し込み期限 令和９年３月１０日（水）必着

募集要項等はこちら！
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よくあるご質問

申請のタイミングを教えてください

他の移住支援金と重複受給はできますか？

過去に福島県又は福島県の各市町村が実施する他の移住支援金の交付を受けたことが
ある場合は受給できません。

福島県病院局（県立病院）職員採用選考予備試験において看護師職種に合格し、
移住（転入）後、福島県病院局病院経営課へ申請してください。

Ａ１

Ｑ１

Ｑ２

Ａ２

Ｑ３ 返還になることはありますか？

Ａ３ 次に該当する場合、支給された額を返還しなければなりません。
・移住支援金の申請日から５年以内に福島県外に転出した場合
・移住支援金の申請日から５年以内に、移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・移住支援金に係る交付決定を取り消された場合
・虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合

 申請の流れ

福島県への移住、双葉地域における中核的病院勤務を決める

福島県病院局が行う職員採用試験選考予備試験を受験

合格

福島県に住民票を移す

福島県病院局に移住支援金の交付申請等を行う

内容審査、交付決定後に申請者へ支給

【お問い合わせ先】
福島県病院局病院経営課
TEL：024-547-1019（移住支援金に関すること）
TEL：024-521-7226（採用試験に関すること）

採用試験については、福島県病院局病院経営課ＨＰを確認！

check


	スライド 1
	スライド 2

